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問合せ先▶

　　　　　　

令和３年第３回里庄町議会（臨時会）議決結果

議案第32号　専決処分の承認を求めることについて　　　　　
議案第33号　専決処分の承認を求めることについて
議案第34号　専決処分の承認を求めることについて
議案第35号　令和３年度里庄町一般会計補正予算（第３号）

…………………………………………（承認）
…………………………………………（承認）
…………………………………………（承認）

…………………………………（可決）

　5月 日に令和３年第３回里庄町議会臨時会が開かれました。
　付議した案件の結果は次のとおりです。

　梅雨前線による長雨や台風シーズンを迎えるこの時期に、ご家庭に設置している戸別受信機やス
マートフォンアプリ「防災サポ！」に避難情報を送信する「情報伝達訓練」を実施します。この機会に地
域やご家庭で防災について話し合ってください。
１ 実施日時：６月 日（日）９時～
２ 実施方法：
　（１）役場から緊急放送を戸別受信機、スマートフォンアプリおよび分館放送へ送信します。
　（２）緊急放送を受信した場合には、戸別受信機のメッセージランプが赤く点灯すると同時に緊急情
　　　　報が流れ、さらにテレビを視聴しているときは緊急情報が写し出されます。町民の皆さまは、受
　　　信を確認したらご家族や地域の方と防災について話し合ってください。
３ 放送時間および内容：　　
　（１）９時 分：高齢者等避難の発令
　（２）９時 分：避難指示の発令
４ 問合せ先：総務課 ☎64-3111

避難情報伝達訓練開催!令和３年度里庄町防災訓練

新型コロナワクチンについて

◆接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

　ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の
方への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。
　ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、
ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。

受けることができない方

注意が必要な方

○明らかな発熱がある方や、重い急性疾患にかかっている方
○ワクチンの成分に対し、重度の過敏症を起こしたことがある方
○現在、何らかの病気で治療中の方
　・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全で治療中の方
　・血が止まりにくい病気の方や、血をサラサラにする薬を飲んでいる方
○以下のような症状が出たことがある方
　・薬や食品に対する重いアレルギー症状　・けいれん（ひきつけ）

発 現 割 合
％以上
～ ％

１～ ％

　　　　　　　　　　　症　　状
接種部位の痛み、疲労、頭痛
筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
吐き気、嘔吐

・接種直後よりも、翌日に痛みを感じている方が多いです。
・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
・疲労や関節痛、発熱など、１回目より２回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。
・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。

○ワクチンを受けるのに注意が必要な方など

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

○ワクチンの有効性
　　ファイザー社製のワクチンは、メッセンジャーＲＮＡワクチンという種類のワクチンです。
　ワクチンを受けた人の方が、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した　
　人が少ないということがわかっています。（発症予防効果は、約 ％と報告されています。）

○ワクチンの副反応

ワクチンを受けた後もマスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

まちのわだい

　４月 日、内閣府から長年社会に貢献した者に贈られる春の褒章受
章者が発令され、里庄町消防団長の北野充德さんが藍綬褒章を受章
されました。
　北野さんは昭和 年に里庄町消防団に入団。班長、部長、副団長を
歴任し、平成 年からは町内２分団約 人の消防団員を指揮する団
長として、 年の長きにわたり町民の生命財産を守ってこられました。
北野さんは、「ありがたい。受章したのは、団員の協力はもちろん、家庭
や地域の支えもあったからこそ。今後も、多様化する災害に備えて、団
員や関係者と力を合わせ、町民の生命財産を守っていきます。」と周り
への感謝とともに新たな決意を述べられました。
　長年のご功績に感謝の意を表しますとともに、今後ますますのご活躍をお祈りいたします。

春の褒章　藍綬褒章受章

北野 充德 さん

　４月 日、里庄総合文化ホール「フロイデ」電動中ホールで、
里庄町消防団入退団式が行われました。新型コロナウイルス
感染症対策のため規模を縮小して実施された式では、北野団
長が「消防団員だからこそ、できる活動がある。家族の支えや
地域のつながりに感謝して、消防団員の使命を真摯に受け止

め、団員全員が一丸となって災害ゼロの町を目指して活動しましょう。」と訓辞を述べ、新入団員に辞
令とアポロキャップを手渡しました。
　また、退団者を代表して吉澤順一さんと佐藤洋将さんに、長年に渡る消防団活動をたたえて、加
藤町長から消防庁長官表彰と感謝状が手渡されました。
　閉式後は、里庄中学校グラウンドにおいて、鴨方消防署員による礼式訓練が実施され、新入団員
は消防団員として必要な基本動作を学びました。

地域の安全・安心のために
～里庄町消防団入退団式～
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っておきたい税情報知
町民課（税務） ☎６４－３１１３◆問合せ先

　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付
および納付相談の窓口を開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※納付相談には、収支が分かるものと印鑑を必ずお持ちください。

夜間納付相談窓口を開設

6月の納税

納期限6月 日（水）
町県民税（全期・第1期）

日 時 ： 6月 日（木）
　　　　 時 分～ 時

■

場 所 ： 里庄町役場庁舎１階　町民課（税務）窓口■

健康福祉課 ☎６４－7211問合せ先

　児童手当・特例給付の受給者は、毎年６月１日における状況を記入した「現況届」を町へ提出し、手当等を
引き続き受ける要件（ 児童の監督や保護、生計同一関係など ）を満たしているかどうかの審査を受ける必要
があります。対象者には、６月上旬に「現況届」の用紙を郵送しますので、必ず提出してください。
　提出がない場合は、令和３年６月分以降の手当（ 月支給予定）が受給できなくなりますので、ご注意ください。
●提出期限　令和３年６月 日（水）　
●提 出 先　健康福祉課
●提出書類　①児童手当・特例給付現況届
　　　　　　②受給者の健康保険証のコピー、または年金加入証明のいずれか
　　　　　　　（国民年金加入の方、年金未加入の方は省略可）
　　　　　　　※③は該当する方のみ提出が必要です。
　　　　　　③児童が里庄町以外に住んでいる場合
　　　　　　　・別居監護申立書 (用紙は健康福祉課にあります。必要な方はお申し出ください。)
　　　　　　　・児童が属する世帯全員の住民票 ）のもたし載記を籍本と柄続（ 

※インボイスとは、登録番号の他、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

事業所の
みなさま

へ

令和5年10月1日から消費税の
仕入税額控除の方式として

「適格請求書等保存方式」
　　（いわゆるインボイス制度）が導入されます。

【登録申請受付開始：令和3年10月1日～】

インボイス制度について

【フリーダイヤル】0120-205-553　
【受 付 時 間】9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
詳しくお知りになりたい方は
　　　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の
　　　「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

特設サイトへ

専　 用
ダイヤル

インボイスを交付する事業所となるには
事前に登録申請が必要です！

登録申請は、e-Taxをご利用いただくと
手続きがスムーズです。

児童手当の現況届をお忘れなく児童手当の現況届をお忘れなく

◆労働保険の年度更新 ◆労働保険の電子申請
・令和３年度労働保険（労災保険・雇用保険）は、６月１日
（火）から７月 日（月）の間に申告・納付をお願いします。
・申告・納付は最寄りの労働局、労働基準監督署または
　金融機関でお願いします。

・労働保険の手続きは「電子申請」をぜひご活用ください！
・労働保険の電子申請は「e-Gov」から行うことができます。
・労働保険関係手続き（一部手続きを除く）は、GビズIDを
   利用して手続きすることができます。

●本人確認ができるもの（マイナンバーカード、免許証など）
●源泉徴収票、給与支払明細書等の収入が分かるもの
●社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書など

申告に必要なもの

～国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の
　　　　　　　　　　　算定には所得の申告が必要です～ 

　国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料は前年の所得等をもとに計算し
ます。　
　また、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料は、世帯主と被保険者の前年の所得合
計額が基準額以下の場合に、保険税（料）の一部を軽減する制度があります。これは、所得
の少ない世帯の負担を軽くするための制度で、この制度の適用を受けるには所得の申告が必
要です。扶養されている方や収入がない方、遺族年金等の非課税所得を受給されている方も
申告しなければなりません。（ 無所得の申告が必要となります。）
　ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
●確定申告または住民税申告をされた方
●会社から給与支払報告書、年金支払者から公的年金支払報告書が町に提出されている方
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　「男女共同参画」とは、男性、女性といった性別にとらわれず、それぞれが持つ長所や性格を生かして、
みんなで協力し合っていくことです。つまり、“男だから”とか“女だから”という考え方ではなく、“その人
だから”という個人の能力を大切にする考え方のことをいいます。
　学校や家庭、地域の行事など、いろいろな場面で男女共同参画の視点に立って行動しましょう。
　里庄町では、すべての住民が性別や世代にかかわらず、支え合いながら様々な場面で活躍すること
ができる「男女共同参画社会」をめざして、まちづくりを進めています。

６月23日～29日は『男女共同参画週間』です

男女がともに積極的に家事や育児、介護等を行い、
お互いが支え合っています。

家庭では

男女という性別に関係なく、自分らしさや個性が
大切にされる教育が行われています。

学校では

性別や世代にかかわらず、男女がともに地域活動に
参画し豊かで住みよい地域づくりに取り組んでいます。

地域では

仕事や家庭生活、地域活動のバランスがとれた生活が送れ
る環境が整い、男女がともにいきいきと活躍しています。

職場では

　岡山県では、結婚を希望する人を対象に、より多くの出会いを支援する拠点として、「おか
やま出会い・結婚サポートセンター」を設置し、会員制の結婚支援システム「おかやま縁むす
びネット」によるマッチングなどの取り組みを行っています。
　このたび、里庄町にこの結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」が利用できる特設会
場が開設されます。
　特設会場でも、完全予約制で、登録手続きやお相手のプロフィール閲覧、お引き合わせの申
込みができます。ぜひこの機会にご利用ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止する場合がありますので事前に確認をお願い
　します。

おかやま縁むすびネットおかやま縁むすびネット
里庄町特設会場（※要予約）

◆日　時：７月４日（日）　10時30分～16時15分
◆場　所：仁科会館１階　研修室
◆予約・問合せ先：おかやま出会い・結婚サポートセンター　倉敷センター

☎086－486－5871

町では、『おかやま縁むすびネット』の入会登録料の全額を助成します。
詳しくは、企画商工課へお問い合せください。
企画商工課　☎６４－３１１４

　里庄町では、本年度も引き続き地籍調査を実施します。地籍調査とは、土地の所有者の方々に現
地で土地の境界などを確認していただき、一筆ごとの土地の実態（所有者、地番、地目および筆界な
ど）を明確にするため、調査・測量するものです。

◆計画区域
（011大字里見の一部②地区）
　字　清水、河骨、別所、本堂、昆沙門、雲神、林山、
　妙見、西山の一部
（110大字里見の一部①地区）
　字　谷、清水、京田、大山、鳥越、屋中の一部

令和3年度 地籍調査にご協力ください

◆事業説明会 令和３年７月（予定）
◆現地調査  令和３年９月～12月（予定）

※詳しくは、国土調査室（☎６４－７２１６）へ問い合せください。
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【０１１　大字里見の一部②】

※新型コロナウイルスの感染状況により、
　変更または中止となる場合があります。
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【１１０　大字里見の一部①】

令和3年度 地籍調査計画区域

広 

告お道具の処分ご相談承ります

0865-62-2732℡
トヨ    イケ       ビジュツ     テン

笠岡市笠岡 2445-6 （笠岡駅南）

toyoike@toyoike.co.jp✉

ご相談は
無料です

広 

告
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発熱や風邪のときは「かかりつけ医」等にご相談を！
　新型コロナウイルス感染症は、発熱や咳などで始まることが多く、初期症状が一般的な風邪と
似ています。こうした症状がある場合は、「発熱外来」で相談・診察・検査してもらいましょう。
◇かかりつけ医がいる場合　⇒かかりつけ医に相談
◆かかりつけ医がいない場合⇒岡山県ホームページで探す または
　　　　　　　　　　　　  　受診相談センター（備中保健所井笠支局 ☎0865-69-1675）に相談

広 告

■３歳児健診
　６月16日（水）健康福祉センター
　対象児　H30.３月～H30.５月生まれ
　携行品　母子健康手帳
■乳児健診
　６月30日（水）健康福祉センター
　対象児　R２.12月～R３.２月生まれ
　携行品　母子健康手帳
■1歳児健診
　６月30日（水）健康福祉センター
　対象児　R２.５､６月生まれ
　携行品　母子健康手帳

■もの忘れ相談
　７月６日（火）10:00～12:00 健康福祉センター
■保育相談　
　７月７日（水）13:30～14:00 健康福祉センター　
　携行品　母子健康手帳
■健康相談、リハビリ
　７月14日（水）13:00～14:30 健康福祉センター
　担　当　馬越医師、理学療法士
　携行品　健康手帳
■高齢者・障がい者のため法律相談
　７月14日（水）10:00～12:00 健康福祉センター
※予約が必要です。

　 健康福祉センター（健康福祉課）
☎64－7211電

話
メ
モ

備中保健所井笠支所（備中県民局井笠地域事務所）
☎69－1675健康だより

６月６日(里庄町)礒川内科医院
６月13日(浅口市)みわ記念病院
６月20日(浅口市)ほかま医院
６月27日(浅口市)すくすくこどもクリニック
７月４日(浅口市)上田内科クリニック

☎（０８６５）６４－２００１
☎（０８６５）42－5000
☎（０８６５）４２－６６１６
☎（０８６５）４４－５４００
☎（０８６５）４４－３１４７

７月11日(浅口市)高山医院
７月18日(浅口市)金光病院
７月22日(浅口市)ナガヒロ医院
７月23日(里庄町)鴨方整形外科
７月25日(浅口市)鴨方クリニック

☎（０８６５）４４－２３３２
☎（０８６５）４２－３２１１
☎（０８６５）４４－５６６５
☎（０８６５）４４－６２５２
☎（０８６５）４４－２６０２

休日当番医 ※休日当番医の診療時間は9：00～17：00です。

保健師のお話
～６月４日から６月１０日は
「歯と口の健康週間」です！～
～６月４日から６月１０日は
「歯と口の健康週間」です！～

　歯と口は、健康に生きていく力を支えるものです。むし歯や歯周病の予防に努めましょう。
また、すでにむし歯や歯周病にかかっている人は、歯科で治療を受けましょう。

・歯がズキズキする
・歯がしみる
・噛むと痛い
・歯ぐきがはれた　血がでる　膿が出る
・つめ物・かぶせ物が取れた
・歯が欠けた　折れた

・歯が動く　ぐらぐらする
・入れ歯があたって痛い
・入れ歯がこわれた
・口内炎などができた
・口臭が気になる
・口が開きにくい　あごを動かすと音がする

 放っておかないでこんな症状！　歯科医へ相談しましょう

里庄町では、歯周病健診を実施しています。
成人歯科健診 妊婦歯科健診

対　象 妊　婦40歳、50歳、60歳、70歳の方
（令和4年3月31日時点）

時　期 安定期頃令和3年6月1日～令和4年3月31日

自己負担金 300円

地域包括支援センター
☎64－7232

地域包括支援センター便り地域包括支援センター便り 問合せ先

自宅 公会堂等

〈通所付添サポート事業のご案内〉
体操に行きたいけど、
行くまでの道のりが
不安だなぁ

最近○○さん
元気かしら？

○○さん、自宅から
付添ってくれる人がいれば
体操に参加できそうね

里庄町では公会堂等で行っている集まり（いきいき体操）に
１人では参加できない方の付添をしています！

こんなお悩み・お困りごとには…

付添をしてくれるサポーター募集中!!

「里ちゃんつきそい隊」のサポーター２人１組で、
自宅から公会堂等までの付添のほかに
・誘い出し・声かけ・携帯品の確認
・歩行の見守り・車への乗降介助など
　お手伝いします。

※付添サービスの利用料金として、１日100円をいただきます。
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広 告
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　携行品　母子健康手帳
■健康相談、リハビリ
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　岡山県では、次のとおり令和３年度の狩猟免許試験および狩猟免許の更新に係る
適性試験を実施します。（いずれの会場でも受験できます。）
　受験手続きや更新手続きなど、詳しくは岡山県農村振興課鳥獣害対策室のホーム
ページをご覧いただくか、最寄りの県民局森林企画課へお問い合せください。

野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です！野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です！
～狩猟免許試験、狩猟免許の更新に係る適性試験が実施されます～

・岡山県農村振興課鳥獣害対策室  ☎ ０８６－２２６－７４３９
・備前県民局森林企画課              ☎ ０８６－２３３－９８３２

・備中県民局森林企画課  ☎ ０８６－４３４－７０５２
・美作県民局森林企画課  ☎ ０８６８－２３－１３８４

◆問合せ先

試験日および場所
○【新規】狩猟免許試験　※受付は先着順となります

７月１８日（日）
８月 ６日（金）
８月 ９日（月）
９月 ８日（水）
９月１７日（金）

１１月２６日（金）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）
グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）
たいこまるプラザ（高梁市成羽町下原）
体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）
勝山文化センター（真庭市勝山）
マービーふれあいセンター（倉敷市真備町箭田）

広 

告
広 

告

○【更新】狩猟免許更新に係る適性試験　※狩猟免許の有効期間は３年です！

７月  ２日（金）
７月  ２日（金）
７月  ９日（金）
７月１４日（水）
７月１５日（木）
７月３０日（金）
７月３０日（金）
７月３０日（金）
８月  ４日（水）
８月１３日（金）
８月２６日（木）
８月２７日（金）
９月  ７日（火）
９月  ８日（水）

学びの館「サエスタ」（和気郡和気町父井原）
神郷生涯学習センター（新見市神郷下神代）
赤磐市立中央公民館（赤磐市下市）
アクティブライフ井原（井原市七日市町）
勝山文化センター（真庭市勝山）
体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）
浅口市健康福祉センター（浅口市鴨方町鴨方）
美作文化センター（美作市湯郷）
きびプラザ（加賀郡吉備中央町吉川）
体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）
高梁市文化交流館（高梁市原田北町）
グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）
玉島市民交流センター（倉敷市玉島阿賀崎）
玉島市民交流センター（倉敷市玉島阿賀崎）
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お知らせのページ

まちの人口
（R３．4．30現在）
人口　　11,147人
（前月比  -２人）
男　　5,378人
女　　5,769人

世帯　4,624世帯
（前月比 +３世帯）

転 入  36人  出 生 ６人
転 出  37人  死 亡 ９人
その他増 2人 

里庄町の犯罪・交通事故発生状況（令和３年４月累計）
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里庄東駐在所　☎64－2110
里庄西駐在所　☎64－3110
玉島警察署　☎086－522－0110

パトロールさとしょうパトロールさとしょう 自転車乗車中にスマートフォン等を操作する「ながら運転」は非
常に危険な行為です。交通事故で高額な賠償金を命じた判決も
実際にあるので、絶対にしないようにしましょう。

　
令
和
３
年
度
の
所
得
証
明
書
・
課

税
証
明
書
は
６
月
１
日
か
ら
発
行
し

て
い
ま
す
。
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
を
格
納
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
が
あ
れ
ば
、
お
近
く
の
コ
ン
ビ

ニ
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク

端
末
）
で
も
取
得
で
き
ま
す
。
手
数

料
は
１
通
２
０
０
円
、
利
用
時
間
は

６
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
で
す
。

※

令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で
里
庄

　
町
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
方
に
限

　
り
ま
す
。

※

課
税
資
料
が
な
い
方
（
収
入
が
な

　
く
、
所
得
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い

　
方
を
含
み
ま
す
）
は
証
明
書
を
発

　
行
で
き
ま
せ
ん
。

※

所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
は
本

　
人
分
の
み
で
す
。

※

ロ
ー
ソ
ン
店
舗
で
の
コ
ン
ビ
ニ
交

　
付
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
を
再
開
し
ま

　
し
た
。

●
問
合
せ
先

　
町
民
課
（
税
務
）　

　
☎
６
４―

３
１
１
３

　
集
団
予
防
接
種
に
よ
る
B
型
肝
炎

感
染
被
害
者
の
救
済
を
目
指
す
全
国

B
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団
で
は
、

以
下
の
日
時
に
て
、
休
日
の
電
話
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。
B
型
肝
炎
給

付
金
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
内
容
を
問

わ
ず
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相

談
料
無
料
。
な
お
、
当
弁
護
団
で

は
、
平
日
日
中
、
９
時
〜
17
時
（
正

午
の
時
間
帯
除
く
）、
以
下
と
同
じ

番
号
に
て
、
随
時
ご
相
談
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

●
休
日
電
話
相
談

　
６
月
26
日
㈯
、
27
日
㈰

　
10
時
〜
16
時

●
連
絡
先

　
☎
０
１
２
０―
１
０―

６
５
８
９

●
実
施
団
体

　
全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団

　
里
庄
町
を
は
じ
め
高
梁
川
流
域
７

市
３
町
の
企
業
で
働
き
た
い
方
を
対

象
と
し
た
、
約
1
0
0
社
が
参
加
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
合
同
企
業
説
明
会
で

す
。
詳
し
く
は
、
倉
敷
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
日
　
　
時

　
７
月
13
日
㈫
・
14
日
㈬

ら
の
ページ

Information

知お せ

　
12
時
〜
16
時
30
分

●
対
象
者

　
令
和
４
年
３
月
新
卒
予
定
者
、
既

　
卒
３
年
以
内
の
者

●
事
前
申
込
　
要
。
当
日
参
加
も
可
。

●
問
合
せ
先

　
倉
敷
市
文
化
産
業
局
商
工
労
働
部

　
労
働
政
策
課

　
☎
０
８
６
│
４
２
６
│
３
４
１
５

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　https://shunavi.jp/takahashigawa/

　
防
衛
省
倉
敷
地
域
事
務
所
で
は
、

自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
自
衛
官
候
補
生
】

●
募
集
期
間

　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

●
受
験
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満（
学
歴
不
問
）

●
試
験
日
お
よ
び
試
験
場
所

　
細
部
は
倉
敷
地
域
事
務
所
に
お
問

　
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
防
衛
省
倉
敷
地
域
事
務
所

　
☎
０
８
６
│
４
２
２
│
７
３
５
８

　
国
税
庁
で
は
、
税
務
職
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

B
型
肝
炎
給
付
金・休
日
電
話

相
談
会
の
ご
案
内
　
　
　
　

高
梁
川
流
域
Ｗ
ｅ
ｂ

合
同
企
業
説
明
会

交
通
安
全
用
品
寄
贈
の
お
礼

お
　
礼

税

務

職

員

募

集

無
料
法
律
相
談（
要
予
約
）

お
知
ら
せ

所
得
証
明
書
等
が
必
要
な
場

合
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
！！
　
　
　
　
　

募
　
集

自

衛

官

募

集

　
タ
を
受
信
完
了
し
た
も
の
に
限
り

　
受
け
付
け
ま
す
。）

○
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
る
申
込
み

　
６
月
21
日
㈪
・
22
日
㈫

　（
６
月
22
日
㈫
ま
で
の
通
信
日
付

　
印
有
効
。）

●
第
１
次
試
験
　
９
月
５
日
㈰

●
試
験
地

　
人
事
院
中
国
事
務
局
が
管
轄
す
る

　
試
験
地
は
、
鳥
取
市
・
松
江
市
・

　
岡
山
市
・
広
島
市
・
山
口
市

●
試
験
種
目

　
基
礎
能
力
試
験
・
適
性
試
験
・
作

　
文
試
験

●
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日

　
10
月
７
日
㈭

●
第
２
次
試
験

　
10
月
13
日
㈬
〜
10
月
22
日
㈮
の
間

　
の
指
定
す
る
１
日

●
試
験
地

　
第
１
次
試
験
合
格
通
知
に
併
せ
て

　
通
知

●
試
験
種
目

　
人
物
試
験
・
身
体
検
査

●
最
終
合
格
発
表
日

　
11
月
16
日
㈫

●
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
請
求
、
問
合
せ

　
先

　
広
島
国
税
局 

総
務
部 

人
事
第
二

　
課 

試
験
研
修
係

　
〒
７
３
０
│
８
５
２
１
　
広
島
市

　
　
中
区
上
八
丁
堀
６
│
30

　
☎
０
８
２
│
２
２
１
│
９
２
１
１

　
　
内
線
３
７
４
３
・
３
６
３
５

　
ま
た
は
お
近
く
の
税
務
署
総
務
課

　
へ

相
　
談

行
政
相
談
・な
や
み
ご
と
相

談
所（
無
料
・
予
約
不
要
）



　
株
式
会
社
ト
マ
ト
銀
行
か
ら
地
域

の
安
全
・
安
心
へ
の
願
い
を
込
め
て

夜
光
タ
ス
キ
50
本
が
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

●
日
　
　
時

　
７
月
15
日
㈭
、
８
月
12
日
㈭

　
９
時
〜
12
時

●
場
　
　
所

　
里
庄
町
福
祉
会
館
２
階
研
修
室

●
相
談
内
容

　
い
じ
め
、
D
V
、
隣
近
所
、
差

　
別
、
相
続
、
売
買
の
問
題
な
ど
、

　
ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

●
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
☎
６
４―

３
１
１
４

　
里
庄
町
で
は
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
法
律
問
題
で
お
悩
み
の
方
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
予
約
は
相
談
日
の

１
か
月
前
か
ら
先
着
順
に
受
け
付

け
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了

し
ま
す
。

※

相
談
は
年
度
内
に
１
回
限
り
（
30

　
分
以
内
）
と
し
ま
す
。

※

町
行
政
、
医
療
に
関
わ
る
相
談
な

　
ど
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

●
開
設
日

　
６
月
18
日
㈮
、
８
月
20
日
㈮
　

●
開
設
時
間
　
14
時
〜
17
時

●
対
象
者
　
町
内
に
在
住
の
方

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課

　
☎
６
４―

３
１
１
４

　
採
用
試
験
の
募
集
要
項
は
次
の
と

　
お
り
で
す
。

　
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
し

　
て
、
是
非
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
験
資
格

　
①
令
和
３
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

　
　
高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学

　
　
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

　
　
起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い

　
　
な
い
者
（
平
成
30
年
４
月
１
日

　
　
以
降
に
卒
業
し
た
者
が
該
当

　
　
す
る
。）
お
よ
び
令
和
４
年
３

　
　
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中

　
　
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込

　
　
み
の
者

　
②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

　
　
ず
る
と
認
め
る
者

●
試
験
の
程
度
　
高
校
卒
業
程
度

●
受
験
申
込
方
法

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

（http://w
w

w
.jinji-shiken.go.

　jp/juken.htm
l

）

○
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
る
申
込
み

　※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で

　
　
き
な
い
場
合
は
、
第
１
次
試
験

　
　
地
を
管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事

　
　
務
局
に
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ

　
　
り
申
込
書
を
提
出

泫
採
用
を
希
望
す
る
地
域
の
試
験
を

　
全
国
の
ど
こ
の
試
験
地
で
も
受
験

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
受
験
申
込
み
受
付
期
間

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

　
６
月
21
日
㈪
９
時
〜

　
６
月
30
日
㈬

　（
６
月
30
日
㈬
ま
で
に
申
込
デ
ー

15 SATOSHO 14SATOSHO

お知らせのページ

まちの人口
（R３．4．30現在）
人口　　11,147人
（前月比  -２人）
男　　5,378人
女　　5,769人

世帯　4,624世帯
（前月比 +３世帯）

転 入  36人  出 生 ６人
転 出  37人  死 亡 ９人
その他増 2人 

里庄町の犯罪・交通事故発生状況（令和３年４月累計）

そ
の
他
刑
法
犯

詐

欺

器
物
破
損

そ
の
他
の
盗
犯

金

属

盗

車
上
狙
い

オ
ー
ト
バ
イ
盗

自
転
車
盗

万

引

き

そ
の
他
侵
入
盗

事
務
所
荒
ら
し

出
店
荒
ら
し

空

き

巣

２０１１０００１００１０ ０
００００0０００２０１００

物
損
事
故

う
ち
死
亡
事
故

人
身
事
故

犯　　　　罪 交通事故
発　生

件　数

町　内
前月比
前年比

10 89０

０+± ± + ± ± + ± ± ± － ±－ ± +

± ± + ± + ± ± ± ± ± ± ± ±

４ ±０
０+ ±３ + 31

１ 0 １ ０ ２ １ 0 １ 0 ０ ０ ０ ３

里庄東駐在所　☎64－2110
里庄西駐在所　☎64－3110
玉島警察署　☎086－522－0110

パトロールさとしょうパトロールさとしょう 自転車乗車中にスマートフォン等を操作する「ながら運転」は非
常に危険な行為です。交通事故で高額な賠償金を命じた判決も
実際にあるので、絶対にしないようにしましょう。

　
令
和
３
年
度
の
所
得
証
明
書
・
課

税
証
明
書
は
６
月
１
日
か
ら
発
行
し

て
い
ま
す
。
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
を
格
納
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
が
あ
れ
ば
、
お
近
く
の
コ
ン
ビ

ニ
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク

端
末
）
で
も
取
得
で
き
ま
す
。
手
数

料
は
１
通
２
０
０
円
、
利
用
時
間
は

６
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
で
す
。

※

令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で
里
庄

　
町
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
方
に
限

　
り
ま
す
。

※

課
税
資
料
が
な
い
方
（
収
入
が
な

　
く
、
所
得
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い

　
方
を
含
み
ま
す
）
は
証
明
書
を
発

　
行
で
き
ま
せ
ん
。

※

所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
は
本

　
人
分
の
み
で
す
。

※

ロ
ー
ソ
ン
店
舗
で
の
コ
ン
ビ
ニ
交

　
付
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
を
再
開
し
ま

　
し
た
。

●
問
合
せ
先

　
町
民
課
（
税
務
）　

　
☎
６
４―

３
１
１
３

　
集
団
予
防
接
種
に
よ
る
B
型
肝
炎

感
染
被
害
者
の
救
済
を
目
指
す
全
国

B
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団
で
は
、

以
下
の
日
時
に
て
、
休
日
の
電
話
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。
B
型
肝
炎
給

付
金
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
内
容
を
問

わ
ず
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相

談
料
無
料
。
な
お
、
当
弁
護
団
で

は
、
平
日
日
中
、
９
時
〜
17
時
（
正

午
の
時
間
帯
除
く
）、
以
下
と
同
じ

番
号
に
て
、
随
時
ご
相
談
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

●
休
日
電
話
相
談

　
６
月
26
日
㈯
、
27
日
㈰

　
10
時
〜
16
時

●
連
絡
先

　
☎
０
１
２
０―

１
０―

６
５
８
９

●
実
施
団
体

　
全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団

　
里
庄
町
を
は
じ
め
高
梁
川
流
域
７

市
３
町
の
企
業
で
働
き
た
い
方
を
対

象
と
し
た
、
約
1
0
0
社
が
参
加
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
合
同
企
業
説
明
会
で

す
。
詳
し
く
は
、
倉
敷
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
日
　
　
時

　
７
月
13
日
㈫
・
14
日
㈬

ら
の
ページ

Information

知お せ

　
12
時
〜
16
時
30
分

●
対
象
者

　
令
和
４
年
３
月
新
卒
予
定
者
、
既

　
卒
３
年
以
内
の
者

●
事
前
申
込
　
要
。
当
日
参
加
も
可
。

●
問
合
せ
先

　
倉
敷
市
文
化
産
業
局
商
工
労
働
部

　
労
働
政
策
課

　
☎
０
８
６
│
４
２
６
│
３
４
１
５

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　https://shunavi.jp/takahashigawa/

　
防
衛
省
倉
敷
地
域
事
務
所
で
は
、

自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
自
衛
官
候
補
生
】

●
募
集
期
間

　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

●
受
験
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満（
学
歴
不
問
）

●
試
験
日
お
よ
び
試
験
場
所

　
細
部
は
倉
敷
地
域
事
務
所
に
お
問

　
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
防
衛
省
倉
敷
地
域
事
務
所

　
☎
０
８
６
│
４
２
２
│
７
３
５
８

　
国
税
庁
で
は
、
税
務
職
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

B
型
肝
炎
給
付
金・休
日
電
話

相
談
会
の
ご
案
内
　
　
　
　

高
梁
川
流
域
Ｗ
ｅ
ｂ

合
同
企
業
説
明
会

交
通
安
全
用
品
寄
贈
の
お
礼

お
　
礼

税

務

職

員

募

集

無
料
法
律
相
談（
要
予
約
）

お
知
ら
せ

所
得
証
明
書
等
が
必
要
な
場

合
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
！！
　
　
　
　
　

募
　
集

自

衛

官

募

集

　
タ
を
受
信
完
了
し
た
も
の
に
限
り

　
受
け
付
け
ま
す
。）

○
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
る
申
込
み

　
６
月
21
日
㈪
・
22
日
㈫

　（
６
月
22
日
㈫
ま
で
の
通
信
日
付

　
印
有
効
。）

●
第
１
次
試
験
　
９
月
５
日
㈰

●
試
験
地

　
人
事
院
中
国
事
務
局
が
管
轄
す
る

　
試
験
地
は
、
鳥
取
市
・
松
江
市
・

　
岡
山
市
・
広
島
市
・
山
口
市

●
試
験
種
目

　
基
礎
能
力
試
験
・
適
性
試
験
・
作

　
文
試
験

●
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日

　
10
月
７
日
㈭

●
第
２
次
試
験

　
10
月
13
日
㈬
〜
10
月
22
日
㈮
の
間

　
の
指
定
す
る
１
日

●
試
験
地

　
第
１
次
試
験
合
格
通
知
に
併
せ
て

　
通
知

●
試
験
種
目

　
人
物
試
験
・
身
体
検
査

●
最
終
合
格
発
表
日

　
11
月
16
日
㈫

●
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
請
求
、
問
合
せ

　
先

　
広
島
国
税
局 

総
務
部 

人
事
第
二

　
課 

試
験
研
修
係

　
〒
７
３
０
│
８
５
２
１
　
広
島
市

　
　
中
区
上
八
丁
堀
６
│
30

　
☎
０
８
２
│
２
２
１
│
９
２
１
１

　
　
内
線
３
７
４
３
・
３
６
３
５

　
ま
た
は
お
近
く
の
税
務
署
総
務
課

　
へ

相
　
談

行
政
相
談
・な
や
み
ご
と
相

談
所（
無
料
・
予
約
不
要
）




